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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下方向を向く角管の側面に、上下方向を向くとともに、幅が角管の側面の幅よりも広
い平板を溶接してなることを特徴とする間仕切用支柱。
【請求項２】
　角管の左右両側面に、角管の側面の前後幅よりも広幅な平板を溶接し、平面視ほぼＨ字
形をなすようにしたことを特徴とする請求項１記載の間仕切用支柱。
【請求項３】
　左右の平板の前端面または後端面のいずれか一方に、前記平板と直角をなす方向を向く
平板を取り付けて、平面視ほぼＴ字状をなすようにしたことを特徴とする請求項２記載の
間仕切用支柱。
【請求項４】
　２本の支柱を、それらの平板同士が平面視においてほぼ直角をなすようにして互いに近
接させ、かつ前記平板同士を、平面視ほぼ扇形状の連結板をもって連結したことを特徴と
する請求項１～３のいずれかに記載の間仕切用支柱。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、間仕切を支持したり、間仕切の端面を付き当てることにより、目地を形成した
りするようにした間仕切用支柱に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
従来の間仕切用支柱は、例えばアルミニウム合金等を押し出し成形したり、鋼板を曲げ成
形したり、あるいは材料を引き抜き加工することにより製造されていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、押し出し成形や引き抜き加工は、形状及び寸法が同一の支柱を多数製造する場合
には適しているが、形状や寸法が異なる多種類の支柱を製造する場合は、コスト高となり
、また、鋼板を曲げ加工して支柱を製造する場合は、加工工数が多く、量産には適しない
。
【０００４】
本発明は、従来の技術が有する上記のような問題点に鑑みてなされたもので、形状や寸法
の異なる多種類の支柱を、簡単かつ安価に製造することができるようにした、間仕切用支
柱を提供することを目的としている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明によると、上記課題は、次のようにして解決される。
(１)上下方向を向く角管の側面に、上下方向を向くとともに、幅が角管の側面の幅よりも
広い平板を溶接する。
【０００６】
(２)上記(１)項において、角管の左右両側面に、角管の側面の前後幅よりも広幅な平板を
溶接し、平面視ほぼＨ字形をなすようにする。
【０００７】
　(３)上記(２)項において、左右の平板の前端面または後端面のいずれか一方に、前記平
板と直角をなす方向を向く平板を取り付けて、平面視ほぼＴ字状をなすようにする。
【０００８】
　(４)上記(１)～(３)項のいずれかにおいて、２本の支柱を、それらの平板同士が平面視
においてほぼ直角をなすようにして互いに近接させ、かつ前記平板同士を、平面視ほぼ扇
形状の連結板をもって連結する。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第１の実施形態を備える間仕切(１)について、図１～図４を参照しながら
説明する。
【００１０】
図１に示すように、天井(２)と床面(３)との間に左右方向に並べて設けられた複数の支柱
(４)は、図２～図４に示すように、金属製の角管(５)の左右両側面に、上下方向を向くと
ともに、角管(５)の左右の側面の前後幅より広幅の金属の平板(６)の中央部を当接させて
、適所を溶接して固着したものである。
図３に示すように、左右の平板(６)の下端部には通孔(6a)が穿設され、かつ、角管(５)の
左右両側面における通孔(6a)と整合する箇所には、ねじ孔(5a)が穿設されている。
【００１１】
図２及び図３に示すように、前後方向に長い底板(７)の左右両側縁より上向片(８)が連設
され、かつ各上向片(８)の上端より外側方を向く水平の支持片(９)が連設された金属製の
下部固定部材(10)が、底板(７)に穿設されたテーパ孔(7a)へ挿入した皿ねじ(11)をもって
、また、底板(７)と床(３)との間に、皿ねじ(11)が挿通しうる通孔(図示略)が穿設された
適数枚のライナ(7b)を介在させることにより、レベル合わせした上で、床(３)に固定され
ている。
また、上向片(８)には、外側よりテーパ孔(8a)が穿設され、支持片(９)のほぼ中央部には
、ねじ孔(9a)が穿設されている。
【００１２】
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支柱(４)は、その通孔(6a)がテーパ孔(8a)と整合するようにして、左右の上向片(８)(８)
の間へ挿入して、底板(７)上に載置され、テーパ孔(8a)及び通孔(6a)へ挿入した皿ねじ(1
2)を角管(５)のねじ孔(5a)に螺合することにより、下部固定部材(10)に固定されている。
【００１３】
下部固定部材(10)の左右両側方には、左右方向を向くとともに、断面形状が上向きコ字形
をなすレール材(13)が、左右の端面を下部固定部材(10)に当接した状態で床(３)に載置さ
れており、レール材(13)は、図示を省略した止めねじにより床(３)に固定されている。
【００１４】
(14)は、前後の垂直板(15)の上端より若干下位の部分同士を水平な支持板(16)で連結した
、断面形状がほぼＨ字形をなす幅木であり、この幅木(14)は、垂直板(15)の下端部間の空
間をレール材(13)の上端部に嵌合し、支持板(16)の側端部を下部固定部材(10)の支持片(
９)上に載置し、かつその端面を平板(６)の外側面に当接させて(図２参照)、支持板(16)
の端部に穿設されたテーパ孔(16a)へ挿入した皿ねじ(17)を支持片(９)のねじ孔(9a)に螺
合することにより、レール材(13)及び下部固定部材(10)に固定されている。
【００１５】
図４に示す金属製の上部固定部材(18)は、左右方向を向く笠木(19)と、支柱(４)の上端部
とを天井(２)に固定するためのものである。
上部固定部材(18)は、金属板を折り曲げることにより形成され、断面形状が後向コ字形を
なす上下方向を向く挿入杆(20)の上端部の左右両側部に、左右方向を向くほぼ水平の取付
片(21)を連設してなり、取付片(21)にはテーパ孔(21a)が穿設されている。
【００１６】
笠木(19)の上板(22)の下面に、上記取付片(21)を、そのテーパ孔(21a)が笠木(19)の上板(
22)に穿設した通孔(22a)(図３の仮想線参照)に整合するようにして当接し、かつ皿ねじ(2
3)をテーパ孔(21a)と通孔(22a)に通して天井(２)のねじ孔(図示略)に螺合することにより
、笠木(19)と上部取付部材(18)は天井(２)に固定されている。
【００１７】
図４に示すように、支柱(４)の角管(５)の上端開口部は、上部固定部材(18)の挿入杆(20)
に嵌合され、また、支柱(４)の各平板(６)の上端より切設された前後１対のスリット(6b)
は、笠木(19)の前後の縁部に嵌合されている。
【００１８】
正面視縦長方形をなすガラスパネル(Ｐ１)は、その下端を幅木(14)の支持板(16)上に載置
するとともに、その上端部を笠木(19)の内部に挿入し、かつ、笠木(19)の内部に取り付け
られた固定部材(図示略)によって上端部を支持することにより、左右の端面が左右の支柱
(４)の平板(６)のほぼ中央に当接するようにして(図１及び図２参照)、隣り合う左右の支
柱(４)間に取り付けられる。
【００１９】
間仕切の完成後、各支柱(４)の両平板(６)は、ガラスパネル(Ｐ1)の仕切りまたは枠とし
て作用し、かつ両平板(６)(６)間の間隙は、目地として作用する。
【００２０】
以上説明した本実施形態の支柱(４)は、それぞれが安価に入手でき、かつ簡単に成形する
ことができる角管(５)と平板(６)とを、単に溶接して完成品としたものであるので、簡単
かつ安価に製造することができる。
【００２１】
次に、本発明の第２の実施形態を備える間仕切(30)について、図５及び図６を参照しなが
ら説明する。
なお、第１の実施形態と同じ部材には同じ符号を付すに止めて、その詳細な説明は省略す
る。
【００２２】
本実施形態では、第１の実施形態におけるのと同一の支柱(４)を２本で１組とし、２本の
支柱(４)を、それら一方の平板(６)同士が平面視においてほぼ直角をなすようにして互い
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に近接させた状態で、両平板(６)の上下の複数の箇所同士を、平面視扇形をなす連結板(3
1)をもって連結することにより、Ｌ字形コーナー用支柱(34)とし、それを床(３)と天井(
２)の間に立設している。
【００２３】
連結板(31)における直線状の両縁部には、ほぼ垂直の起立片(32)が連設され、起立片(32)
にはテーパ孔(32a)が穿設されている。このテーパ孔(32a)を平板(６)に穿設された通孔(6
c)及び角管(５)に穿設されたねじ孔(5b)に整合させて、皿ねじ(33)をテーパ孔(32a)と通
孔(6c)に挿通するとともに、ねじ孔(5b)に螺合することにより、連結板(31)は支柱(４)の
平板(６)に固着されている。
【００２４】
連結板(31)が取り付けられていない側の平板(６)には、第１の実施形態と同様に、ガラス
パネル(Ｐ1)等の側端面が当接される。
【００２５】
このような本実施形態によれば、２本の支柱(４)を用いることにより、互いに直交する２
枚のガラスパネル(Ｐ1)同士や間仕切パネル（図示略）同士、またはガラスパネル(Ｐ1)と
間仕切パネル同士を連結するＬ字形コーナー用支柱を、簡単かつ安価に提供できる。
【００２６】
次に、本発明の第３の実施形態を備える間仕切(40)について、図７～図９を参照しながら
説明する。
なお、第１の実施形態と同じ部材には同じ符号を付すに止めて、その詳細な説明は省略す
る。
【００２７】
本実施形態のＴ字形コーナー用支柱(41)は、第１の実施形態におけるのと同一の支柱(４)
における左右の平板(６)の前面に、左右方向を向く平板(42)のほぼ中央を溶接により固着
して、断面形状がほぼＴ字形をなすようにしたものである。前側の平板(42)には、複数の
ねじ孔(42a)が上下方向にならべて穿設されている。
【００２８】
(43)は、角管状の取付杆であり、その前後両面における上下方向の複数の箇所には、互い
に等高をなす通孔(43a)が穿設されている。
取付杆(43)を、通孔(43a)がねじ孔(42a)と整合するようにして平板(42)の前面に当接した
後、左右幅が取付杆(43)の左右幅よりも大きく、かつ左右両端部に上向きの係止片(44)を
設けた係止部材(45)における通孔(46)に、長寸の止めねじ(47)を通し、取付杆(43)の前後
の通孔(43a)を経て、平板(42)のねじ孔(42a)に螺合することにより、平板(42)の前面に取
付杆(43)が固定され、かつ取付杆(43)の前面に係止部材(45)が固定される。
【００２９】
取付杆(43)の左方及び右方に突出している係止片(44)に、間仕切パネル(Ｐ２)の内側面の
後端部に穿設された係止孔(48)を係合することにより、取付杆(43)の左右両側に間仕切パ
ネル(Ｐ２)が取り付けられている。
【００３０】
このような本実施形態によれば、一直線状に並んだ２枚のガラスパネル(Ｐ１)と、ガラス
パネル(Ｐ１)と直交する間仕切パネル(Ｐ２)とを連結するためのＴ字形コーナー用支柱(4
1)を、簡単かつ安価に提供できる。
【００３１】
図１０は、第３の実施形態の変形例を示す。
なお、第３の実施形態におけるのと同一の部材には同一の符号を付すに止めて、その詳細
な説明は省略する。
【００３２】
この例では、平板(42)を支柱(４)における左右の平板(６)の前面に直接溶接する(第３の
実施形態)代りに、平板(42)の後面中央に、予め、上下方向を向く角管(49)を溶接してお
き、この角管(49)を、支柱(４)における左右の平板(６)の前端部間に嵌合して、それらを
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前後方向に貫通する止めねじ(49a)をもって、支柱(４)の角管(５)に締着してある。
止めねじ(49a)は、止めねじ(47)と取り付け高さを異ならせることにより、相互に干渉し
ないようにしてある。
【００３３】
この変形例のような構成とすると、平板(42)と角管(49)との一体物を、第１の実施形態に
おける基本形の支柱(４)に必要に応じて取り付けることにより、Ｔ字形コーナー用の支柱
とすることができ、Ｔ字形コーナー用の専用の支柱を用意しておく必要がないという利点
がある。
【００３４】
最後に、本発明の第４の実施形態を備える間仕切(50)について、図１１及び図１２を参照
しながら説明する。
なお、第１の実施形態と同じ部材には同じ符号を付すに止めて、その詳細な説明は省略す
る。
【００３５】
本実施形態の支柱(51)は、角管(５)の一側面(本実施形態では前面)に平板(６)の中央部を
溶接により固着したものである。
【００３６】
平板(６)と角管(５)の前面には、互いに連通する方形状の窓孔(5c)(6d)が穿設され、角管
(５)の後面には円形の通孔(5d)が穿設されている。
図１１に示すように、この支柱(51)は、角管(５)の後面を例えば壁(Ｗ)に当接して、窓孔
(5c)(6d)を利用して通孔(5d)に挿通した止めねじ(52)を壁(Ｗ)のねじ孔(Ｗ１)に螺合する
ことにより、壁(Ｗ)等に固定されるものであり、平板(６)の前面には、前記した他の実施
形態と同じ要領により、ガラスパネル(Ｐ1)や間仕切パネル(Ｐ2)等(いずれも図示略)を取
り付けることができる。そのとき、平板(６)と壁(Ｗ)との間の間隙が目地となる。
【００３７】
このような本実施形態の支柱(51)は、前記した他の実施形態の支柱に比べて構造が簡素化
されているため、他の実施形態の支柱に比べて、更に簡単かつ安価に製造することができ
る。
【００３８】
【発明の効果】
請求項１記載の発明によると、支柱は、安価に入手でき、かつ簡単に成形することができ
る角管と平板とを組み合せて、単に溶接しただけのものであるので、簡単かつ安価に製造
することができる。
また、寸法の異なる角管や平板を組み合せることにより、多種多様の支柱を、生産個数に
影響されることなく、簡単かつ安価に製造することができる。
【００３９】
請求項２記載の発明によると、一直線上に並んだ２枚のパネル同士を連結するための支柱
を、簡単かつ安価に提供できる。また、この支柱を用いると、両平板間に形成される空間
をパネル同士の間の目地とすることができ、外観をよくすることができる。
【００４０】
　請求項３記載の発明によると、一直線状に並んだ２枚のパネルと、これらのパネルと直
交するパネルとを連結するためのＴ字形コーナー用支柱を、簡単かつ安価に提供できる。
【００４１】
　請求項４記載の発明によると、互いに直交する２枚のパネル同士を連結する、体裁のよ
いＬ字形コーナー用支柱を、簡単かつ安価に提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態を備える間仕切の正面図である。
【図２】同じく図１のII－II線における拡大横断平面図である。
【図３】同じく支柱の下端部の床への取付状態を示す拡大分解斜視図である。
【図４】同じく支柱の上端部の天井への取付状態を示す拡大分解斜視図である。
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【図５】本発明の第２の実施形態を備える間仕切の要部の斜視図である。
【図６】同じく図５のVI－VI線における拡大横断平面図である。
【図７】本発明の第３の実施形態の要部の斜視図である。
【図８】同じく図７のVIII－VIII線における拡大横断平面図である。
【図９】同じく要部の拡大分解斜視図である。
【図１０】第３の実施形態の変形例を示す、図８と同様の横断平面図である。
【図１１】本発明の第４の実施形態を備える間仕切の拡大斜視図である。
【図１２】同じく要部の拡大横断平面図である。
【符号の説明】
(１)間仕切
(２)天井
(３)床
(４)支柱
(５)角管
(5a)ねじ孔
(5b)ねじ孔
(5c)窓孔
(5d)通孔
(６)平板
(6a)通孔
(6b)スリット
(6c)通孔
(6d)窓孔
(７)底板
(7a)テーパ孔
(7b)ライナ
(８)上向片
(8a)テーパ孔
(９)支持片
(10)下部固定部材
(11)(12)皿ねじ
(13)レール材
(14)幅木
(15)垂直板
(16)支持板
(16a)テーパ孔
(17)皿ねじ
(18)上部固定部材
(19)笠木
(20)挿入杆
(21)取付片
(21a)テーパ孔
(22)上板
(22a)通孔
(30)間仕切
(31)連結板
(32)起立片
(32a)テーパ孔
(33)皿ねじ
(34)Ｌ字コーナー用支柱
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(40)間仕切
(41)Ｔ字形コーナー用支柱
(42)平板
(42a)ねじ孔
(43)取付杆
(43a)通孔
(44)係止片
(45)係止部材
(46)通孔
(47)止めねじ
(48)係止孔
(49)角管
(49a)止めねじ
(50)間仕切
(51)支柱
(52)止めねじ
(Ｐ1)ガラスパネル
(Ｐ2)間仕切パネル
(Ｗ)壁
(Ｗ1)ねじ孔

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１２】
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